
【北区】区バス運行計画（変更）（案）について

１ 経過 

  北区・区バスは現在８系統で運行を行っている。現在の利用実績をふまえ、運行

の効率化及び利用者の利便性向上を図るべく、運行計画の変更を行うものである。 

２ 運行計画の変更 

（1）停留所名称変更（変更予定日：令和 3年 2月 1日） 関連資料：別紙１

変更前 変更後 

北区役所 青木整形外科医院前

北区文化会館 北区役所・文化会館前 

＜経緯＞ 

令和３年２月１日に北区役所が新庁舎へ移転することに伴い、停留所の名称を同

日付で変更するもの。 

＜変更に伴う周知について＞ 

・令和 2年度時刻表に掲載し沿線自治会に全戸配布（令和 2年 4月発行） 

・乗り方案内チラシに掲載し沿線自治会に全戸配布（令和 2年 12 月発行） 

・当該バス停留所に案内を掲示（令和 3年 1月 5日(火)より掲示） 

・北区役所だよりへの掲載（令和 3年 1月 17 日発行号 1面） 

・フェイスブックへの掲載（令和 3年 1月 13 日(水)掲載） 

（2）キャッシュレス決済の導入（変更予定日：令和 3年 3 月） 関連資料：別紙 2

PayPay アプリによるキャッシュレス決済を導入する。運賃支払いのほか、回数券

の購入にも対応。シニア半わり、免許返納割引、障がい者割引、夏休みの子ども運

賃割引にも対応。 

※支払いは、これまで通り現金支払いも可能 

＜経緯＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、感染の要因となる接触機会を減らす

とともに利用者の利便性向上を図るために導入するもの。 

＜導入に伴う周知について＞ 

・車内に案内を掲示（令和 3年 3月から） 

・フェイスブックへの掲載（令和 3年 3月に掲載予定） 

・北区役所だよりへの掲載（令和 3年 3月発行号に掲載予定） 

・令和 3年度のご利用案内に掲載（令和 3年 4月発行予定） 
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（3）ダイヤの変更（変更予定日：令和 3年 4月 1日） 関連資料：資料 1-2 6 頁

№ 便 変更内容 

① 
往路２便 

新富町入口発 

南浜連絡所を終点とし、島見町～豊栄駅北口間を廃止 

→乗客は「南浜連絡所」停留所で２便(太郎代浜発)へ乗り換え 

８月は運休としていたが、通年運行とする 

② 往路６便 豊栄駅南口～北区役所・文化会館前間を廃止 

③ 
復路便の増設 

（復路４便） 
復路３便と５便の間に１便新設(豊栄駅北口 14:15 発) 

④ 復路５便 太郎代観音～太郎代間を廃止 

⑤ 復路６便 
北区役所・文化会館前～豊栄駅南口、島見上通～新富町入口、太

郎代観音・太郎代の各間を廃止 

＜経緯＞ 

・①②④⑤の廃止により停車しないこととなる停留所は、乗降者数が少ない停留所

であり、運行の効率化を図るものである。これにより生じた余力を③復路便の増設

に充てることで利便性を向上させる。 関連資料：別紙 3 別紙 4 

・③は平成 31 年度(令和元年度)に社会実験便として運行していたものうち、年間収

支率 13％と比較的利用があった復路便のみを本格運行へ組み込むもの。社会実験で

は、２年目以降の継続要件である収支率 15％を達成できなかったため、令和２年度

においては運行を廃止していた。しかしながら、５時間ある３便と５便の間を埋

め、需要が見込める昼間便を充実させることで新規利用者数の増加を図るため新設

することとした。 

関連資料：別紙 5 

＜変更に伴う周知について＞ 

・廃止する停留所に案内を掲示（令和 3年 3月 1日(月)より掲示予定） 

・北区役所だよりへの掲載（令和 3年 3月発行号に掲載予定） 

・フェイスブックへの掲載（令和 3年 3月に掲載予定） 

・令和 3年度時刻表を沿線自治会に全戸配布（令和 3年 4月発行予定） 

・利用者が特定できる人には、個別に伝える 


